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プール利用上のルール 

 

１ 利用条件 

辰巳水泳場プールを利用できる方は、次のとおりといたします。 

 

施設名 対象者 

メインプール ・原則中学生以上で泳力に自信のある方 

・当水泳場が認めた小学生 ※別途申請が必要です。 

ダイビングプール ・当水泳場が認めた方 ※別途申請が必要です。 

・指導員の同伴する小学生 ※別途申請が必要です。 

サブプール ・3 歳以上（ただし、オムツが完全に取れていないお子さまは 

ご利用できません。） 

○小学 3 年生以下の幼児・児童が利用する場合は。保護者の同伴（一緒に泳ぐ）が必要です。 

※保護者は、20 歳以上の成人とし、保護可能人数は保護者 1 名につき 2 名までとします。 

○小学校 4 年生以上から中学生までの児童生徒が午後 5 時以降利用する場合は、水泳場までの往復

に保護者の同伴が必要です。 

 

２ 利用上の注意 

安全で快適にプールを利用していただくために、次に掲げる場内規則をお守りください。 

 

・水着以外の服装でプール場内に入らないでください。※露出の多い水着での利用はご遠慮ください。 

・プール利用時は、水泳帽（スイムキャップ）の着用をお願いします。 

・酒気をおびた方の入場はできません。 

・プール場内に、履物やガラス製品等の危険物は持ち込まないでください。 

・時計・アクセサリー等をはずし、お化粧はおとしてください。 

・ラジオ・カメラ・新聞・雑誌等は持ち込まないでください。 

・泳ぐ前に、シャワーをよく浴びて準備運動をしてください。 

・プール場内及び更衣室内での飲食（ガムを含む）はご遠慮ください。ただし、蓋がついている飲料水

（ミネラルウォーター、スポーツドリンク）のプールサイド持ち込みは可です。（缶・ビンは不可） 

・健康管理や盗難等の事故防止については、各自で十分にご注意ください。 

・プール場内では、ライフガードの指示に従ってください。その他、何か不明な点などありましたら、

ライフガードにお申し出ください。 

・一般公開において集団活動を一部制限いたします。一般公開時に集団による練習及び指導で、一定の

スペースを占領することは、他の利用者に対して迷惑となるので禁止します。この場合の集団とは、

おおむね 5 名程度をいいます。 

・ダイビングプール一般公開時の個人利用は、「高飛込み練習専用」となります。 

東京辰巳国際水泳場 

 


